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敬老祝品を贈呈します敬老祝品を贈呈します
次の①②の要件に該当する人
①令和 6年 4月 1日～ 9月 1日（基準日）の間、引き続き飯塚市に住民登録がある人
②令和 7年 3月 31日時点で満 77歳・88歳・99歳・100歳以上の人

①9月中旬以降に対象者の方へ敬老祝品のご案内が届きます。
②同封の申込ハガキに必要事項を記入のうえ、ポストに投函ください。
　※申込期限は令和 6年 12月 31日（火）までです。
③申込を受付後、祝品を随時発送します。

満100歳の方は直接ご自宅等へ市職員が敬老祝品のご案内をお届けします！

●お問合せ　高齢者支援課（☎0948-96-8233）

対　象

贈呈方法

昭和 22年 4月 2日～昭和 23年 4月 1日生まれ
昭和 11年 4月 2日～昭和 12年 4月 1日生まれ
大正 14年 4月 2日～大正 15年 4月 1日生まれ
大正 13年 4月 2日～大正 14年 4月 1日生まれ
大正 13年 4月 1日以前生まれ

※令和6年8月31日以前に転出、あるいは死亡されている場合は該当しません。

満 77歳
満 88歳
満 99歳
満 100歳

満 101歳以上

令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の申請はお済みですか？
　住民税非課税世帯等臨時特別給付金とは、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に1
世帯当たり10万円の給付金を支給するものです。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低
所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円（こども加算）を支給します。
【対象世帯】※令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯が対象です。
基準日（令和6年6月3日）時点で飯塚市に住民票がある世帯のうち、世帯全員が令和6年度住民税「非課税」
又は、「均等割のみ課税」で構成される世帯
※支給対象となる可能性がある世帯には、6月下旬に案内を送付しています。該当するにも関わらず、
　8月1日時点で確認書が届いていない場合は下記コールセンターへお問合せください。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象外です。
※令和5年度非課税世帯給付金（7万円）または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金（10万円）の支給対
　象世帯（未申請・辞退を含む）は、支給対象外です。
【申請方法】送付した案内に同封した支給要件確認書をご確認いただき、記入例を参考に記入後、同封の
返信用封筒で返送してください。

・支給要件確認書は住民票の住所地に送付していますが、宛先不明等の理由で届いていない方がいます。
　また、令和 6 年 1 月 2 日以降に転入された方を含む世帯で、転入前の自治体への課税状況等の照会が
　条件によりできなかった方には確認書を送付しておりません。
・令和 6 年 6 月 4 日から 8 月 31 日に生まれた新生児もこども加算の支給対象となりますので、該当す
　る場合は下記コールセンターへお問合せください。（他の市町村へ転出した後に出生した新生児も支給
　対象です。申請期限：令和 6 年 9 月 10 日（火曜日）まで。）
・配偶者やその他親族からの暴力等を理由に飯塚市に避難している方も対象となる場合があります。
・制度の詳細は市ホームページをご覧いただくか、下記コールセンターへお問合せください。

【申請期限】　令和6年9月10日（火曜日）【消印有効】（期限を過ぎますと支給できません。）

●お問合せ　飯塚市臨時特別給付金コールセンター
☎0948-23-7870（平日9時～17時）　FAX 0948-21-6356 市HP


